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芦屋町教育委員会会議録 
 

令和４年第７回定例会 
 
日 時 令和４年７月５日（火） 13 時 30 分 ～ 14 時 20 分 

場 所 芦屋町役場３階 課長会議室 

 

「出席委員」              委 員   長 戸 隆 弘 

委 員   井 上 弘 行 

委 員   吉 﨑 強 志 

委 員   森 山 真 奈 美 

教  育  長   三 桝 賢 二 

  

「委員以外の出席者」          学校教育課長   木 本 拓 也 

生涯学習課長   本 石 美 香 

指 導 主 事   大 貫 昌 平 

        指 導 主 事   渡 邊 佐 智 子 

「書 記」               学校教育係   坪  井  茜 

                              

「議事日程」 

第１ 会期の日程について 

第２ 会議録署名委員の指名について 

第３ 教育長提出議案 

第４ 協議事項 

○令和 4年度芦屋町教育大綱推進プランについて 

〇 屋基地対策協議会委員の推薦について 

第５ 報告・連絡 

〇令和 5年度福岡県教育予算編成にかかる要望について 

○7月、8月の行事予定について 

第６ その他 

 

〇教育長  

「開会宣告」 

ただいまから令和４年第７回芦屋町教育委員会定例会を開会します。 

― 開会宣告 13 時 30 分 ― 
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「会議録署名委員」 

〇教育長   本日の署名委員は、長戸委員・井上委員にお願いします。 

 

 

第３ 教育長提出議案 

〇教育長   教育長提出議案はありません。 

 

 

第４ 協議事項 

●令和 4年度 屋町教育大綱推進プランについて 

〇教育長    令和 4年度芦屋町教育大綱推進プランについて 

       ［概要］学校教育の取り組みにつきましては、昨年度から大きく変わ

っていませんが、具体策の指標のところを変えています。１つは、教

員の ICT 活用力及び指導力の調査を昨年度まで目標値 80％としてお

りましたが、かなり向上していますので5％上げて85％としています。

そして、研究テーマに基づく事業研究での評価は授業研究がかなり進

んでいると判断していますので、目標値 80％としていたものを 85％

に変更しています。 

語先後礼の推進の児童会・生徒会主体のあいさつ運動の活性化のとこ

ろは、自主的・主体的なあいさつ運動の実施を以前は学期 2 回として

おりましたが、学期 3回以上としています。 

 屋中学校と 屋東小学校が6月から合同のあいさつ運動を始めてい

ます。 屋中学校の 屋東小学校出身の生徒会役員と登校中に 屋東

小学校前を通る 屋中学校生徒が校門であいさつ運動を行い、そこに

 屋東小学校の児童会役員や児童が一緒にあいさつ運動を行うとい

うことです。 屋中学校と各小学校のあいさつ運動を頑張り、自分の

学校の伝統のような形を積み上げていこうとしていますので、そうい

ったところで学期 3 回以上としています。 

小中一貫教育の英語教育のところで、体験型英語学習の推進を今年度

から入れています。 

〇生涯学習課長 令和 4年度の社会教育の取り組みですが、指標につきまして赤字で記

載しているところを修正しています。 

       例えば、学びの場の提供や情報発信の様々なニーズに対応した各種公

民館講座の実施というところで、時代的なニーズ等を加味しまして

「SDGｓ・デジタル化・シビックプライド醸成等社会情勢に対応した

講座の実施」という指標に置き換えています。また、コロナ禍の中で
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参加者の増といった指標が立てづらい状況もあり、講座を実施した場

合は維持もしくは年々減少しているという課題もありましたので、

「定員確保」という指標に置き換えています。なお、このプランは令

和 4 年度初頭に立てられたものですので、すでに中止となっている事

業も明記しています。 

一方、スポーツですが、健康づくりに関する講座の実施には「増」と

いう言葉を用いています。今年実施できるかわからないといった状況

はございますが、次年度に向けて検討は進めていくべきだという考え

の下、あえて「増」という表現にしています。また、大会を開催した

場合の指標の基準となるものを「前回開催した際と比較して」という

形に置き換えているものもございます。 

教育大綱には歴史文化に関することが記載されていますので、芦屋

釜・歴史文化課と協議し、「収蔵展示施設改修工事実施に伴う改修後

の活用検討」を新たに入れています。 

人権・同和教育の推進につきまして、人権教育・啓発基本計画及び男

女共同参画推進プランの次の計画の策定に今年度入っていますので、

そちらにまつわる指標をそれぞれ挙げています。 

〇教育委員   社会教育の取り組みの歴史・文化の保護と振興の項目ですが、部署変

更に伴い、今後教育大綱から外れたり、他のものが入ったりという変

更があるのですか。 

〇生涯学習課長 教育大綱が企画政策課、つまり町長部局で策定していただいているも

のになりますので、その点につきましては現在まだ検討がなされてい

ない状況です。他の自治体においても芦屋町のように歴史文化に関す

る業務がいわゆる教育委員会から町長部局へ移っている自治体もご

ざいますので、そういったところの教育大綱がどうなっているのかと

いう点は、まだ調整しきれていないというのが現状です。そのあたり

を踏まえた上で、今後着手していかなければならないと考えています。 

〇教育長    ほかに質問がなければ令和 4 年度芦屋町教育大綱推進プランはこの

形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

－ 満場一致で承認 － 

 

 

● 屋基地対策協議会委員の推薦について 

〇教育長     屋基地対策協議会委員の推薦について  

〇学校教育課長 現在、吉﨑委員に就任していただいていますが、任期が 6 月 30 日で       

満了となっています。これに伴い、基地対策協議会事務局より教育委

員会から新たに委員を推薦してほしいとの依頼を受けています。事務



4 

局といたしましては、引き続き吉﨑委員にお願いしてはいかがかと考

えています。ご審議の程よろしくお願いします。 

〇教育長    吉﨑委員に引き続きお願いするということでご了解いただけますか。 

－ 満場一致で承認 － 

 

 

第５ 報告・連絡 

●令和 5年度福岡県教育予算編成にかかる要望について 

〇教育長    令和 5年度福岡県教育予算編成にかかる要望について 

〇学校教育課長 6 月 21 日付で県の市町村教育委員会連絡協議会から来年度の福岡県

教育予算編成にかかる要望書についての取りまとめの依頼を受けて

います。昨年度県の連絡協議会より提出された要望書を参考に付けて

います。これを踏まえて、新たに要望として加えたいもの、削除して

ほしいものを挙げて欲しいとのことです。意見等ございましたら、7

月 13 日（水）までにお知らせ願います。 

 

●７月、８月の行事について 

〇教育長    7 月、8 月の行事について 

○学校教育課長 （7月、8 月の行事について説明 ※資料のとおり） 

○生涯学習課長 （7月、8 月の行事について説明 ※資料のとおり） 

        「補足」今年度も 7 月 1 日から 7 月 31 日まで人権講演会をオンライ

ン形式で行います。「インターネット等による人権侵害」というテー

マで、「スマホ時代の子どもたちに大人ができること」と題し、石川

千明先生に講話して頂いたものをオンライン配信しています。ぜひご

覧になっていただけたらと思います。テーマが保護者の方に是非見て

いただきたい内容となっていますので、保護者の方に改めて通知をし

て、見ていただけるような手配をしていきたいと考えています。 

8 月 22、23 日にハンズ・オン・キッズのサマーキャンプを行います。

従来であれば 3泊 4 日で行うのですが、日数を減らして夜須高原へ子

どもたちと体験学習に行ってきたいと考えています。 

〇教育委員   サマーキャンプは何名参加するのですか？ 

〇生涯学習課長 30 人定員のところ今回 22 人の募集があったので 22人で参ります。 

 

 

第６ その他  

〇生涯学習課長 ボランティア活動をされている方たちを紹介した冊子を配らせてい

ただいています。ようやく冊子ができあがりましたので、ぜひご一読
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いただければと思います。 

〇教育委員   芦屋中学校の学校訪問の際、山鹿小学校の学校訪問が北九州教育事務

所と一緒でしたので、自分たちが学校管理職等とお話しする機会を別

途作ってほしいとお願いしていましたが、日程は決まりそうですか。 

〇学校教育課長 学校の方ともう一度調整して、相談させていただきたいと考えていま

す。 

〇教育長    夏休みの時期になると思いますが、いくつか候補を挙げてその中から

合う日で設定をさせていただきたいと思います。 

 

 

「閉会宣告」 

8 月の定例会は 8 月 2日（火）9時 00 分から開催します。 

9 月の定例会は 9 月 1日（木）15時 00 分から開催します。 

 

 

― 閉会宣告 10 時 20 分 ― 


